
設置者

　住　所

　氏　名

記

1

2 郵便番号 住所

3

郵便番号 住所

郵便番号 住所

6 昭和 46 年 4

7 令和 8 年 4

学童クラブ室（１） 127.795 ㎡ 2.839889 ㎡

45

3 名 2 名

0 名 0 名

19時

8時 から 19時

10

11

12

29

（ 42 ）

5

（ 13 ）

7

（ 8 ）

15 令和 10 年度

16

※１　支援単位が２つ以上となる場合は、第８号様式乙に記載ください。

直接契約の有無（民設民営の場合のみ）

17 利用料

月額 5,000 円

協議書提出有無
（月額利用料14,000円を超過する場合）

多様な遊びや体験活動の実施有無 有（別紙様式２のとおり）

東京都福祉サービス第三者評価受審有無 有 受審予定

その他（配送料のみ区負
担、注文は保護者）（春季休業期間の全日数）

14 活動内容

児童の意見を聞く場や機会創設有無 有（別紙様式２のとおり）

その他（配送料のみ区負
担、注文は保護者）（夏季休業期間の全日数）

有 冬季休業期間
日間提供

提供方法
その他（配送料のみ区負

担、注文は保護者）（冬季休業期間の全日数）

有

13 長期休業期間中の昼食提供

有 夏季休業期間
日間提供

提供方法

春季休業期間
日間提供

提供方法

国庫補助の有無 有

職員の勤務条件や賃金体系の策定有無 有

職員の資質向上のための研修計画策定有無 有

9 開所時間

平日 放課後から 　まで

土曜日・長期休業期間 　まで

名

職員体制

放課後児童支援員（常勤） 放課後児童支援員（非常勤）

補助員（常勤） 補助員（非常勤）

学童クラブ事業開始年月 　月

認証学童クラブ事業開始年月 　月

8

支
援
単
位
ご
と
の
状
況

（

※
１
）

花
の
木
学
童
ク
ラ
ブ

専用区画面積 （児童数で按分したときの１名あたりの面積）

児童数

荒川区長　　滝口　学

5 運営主体

名称 荒川区

住所 116-8501 東京都荒川区荒川2-2-3

代表者 荒川区長　　滝口　学

設置・運営形態 公　設　公　営

4 設置主体

名称 荒川区

住所 116-8501 東京都荒川区荒川2-2-3

代表者

　荒川区長　　滝口　学

　東京都認証学童クラブ事業実施要綱第５章２（１）①の規定により、下記のとおり申請します。

学童クラブ名 花の木学童クラブ

学童クラブの所在地 116-0002 東京都荒川区荒川5-50-5　花の木ひろば館内

第８号様式甲

令和8年1月30日

東京都認証学童クラブ（移行型）設置申請書

東京都知事　　殿

　東京都荒川区荒川２－２－３



別紙様式２

１　児童の意見を聞く場や機会の創設

２　多様な遊び及び体験活動

5 回

20 回

３　要件

児童の意見を踏まえた内容となって
いるか

は　い 「参加する」「参加しない」を児童が選択できるか は　い

「地域の文化等に触れる体験」

・「荒川5丁目北町会」「荒川6丁目南町会」の地域まつりに参加する。
・「荒川5丁目北町会」「荒川保育園」「花の木ひろば館」合同防災訓練に参加する。
・併設のひろば館（児童館）主催の「Let’sキレ美化～ン」に参加する。地域をまわり清掃する。

「自主学習」 毎　日

・長期休みは９：３０～１０：００、１７：００～１７：３０
・平日は１７：００～１７：３０、学校の宿題や家庭からの課題に取り組む。
・一斉に実施。学校の宿題、タブレット学習、家庭学習等、児童自身が選んですすめる。
・その他の時間で児童自身がやりたい時に宿題等の学習をすすめる。

「児童の意見を反映させた行事」

・誕生会やおたのしみおやつで自分の好みを選べる内容にしている。
・日常の遊びから発展した大会をしている。
・子どもたちから出た要望については、やりたいことを表面化できるように時間を設け進めてい
く。

「身体を動かす遊び」 毎　日

・屋上遊びをメインに身体を動かす遊びをしている。遊具を使用した遊びや縄跳び、缶下駄、また
鬼ごっこやリレーなどの集団遊び、だるまさんが転んだ、警察と泥棒、ねことねずみなど楽しんで
いる。
・クラブ室内ではバランスゲームやケンパ、こまやけん玉などの検定遊びをしている。
・併設の遊戯室ではドッジボールやドッヂビー、プラズマカーやバランスボールあそびなどを展開
している。

「製作活動等」 毎　日

・自由工作、やりたい児童が制作をする。日常的に置いているお絵描き紙、色鉛筆、画用紙、シー
ル、折紙は自由に使用できる。
・月に数日簡単な工作を準備している。子どもたちから出たアイデアも取り入れながら材料の提供
をし工夫しながら過ごしている。
・学期に１回、季節に合った壁面制作をする。

活　動　内　容　の　詳　細

第８号様式における多様な遊びや体験活動については、下記のとおりです。

記

具体的な内容

子どもたちから出た意見や要望は、随時、全体を通して話し合いを進めて決めていく。議題によるが、何を進めていくにも多数決を行い決定してい
く。意見を強く言う児童や声の大きい児童、意見をきちんと伝えられる児童にばかりに偏りがいかないように進めていく。

項目 実施回数 具体的な内容


